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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害等リスク 

１）地域の概要・立地 

  当市は山形県のほぼ中央に位置し、山形市から２０㎞圏

内に所在している。西村山地域の中核都市として発展して

おり、市内には庄内地方と県都・山形市を結ぶ国道 112 号

が通過してる。また、山形県を東西に横断し、庄内地方

と宮城県を結ぶ山形自動車道においては、寒河江インタ

ーチェンジ及び寒河江サービスエリア・スマートインタ

ーチェンジからのアクセスが可能であり、県内高速交通

網の要衝を形成している。面積は１３９．０３㎢で、山形

県の母なる川・最上川と清流・寒河江川が、市街地を包むよ

うに流れている。北部には葉山（標高１，４６１．７ｍ）南

麓の山地・丘陵が広がり、南部には稲沢山丘陵および寒河江

段丘が形成されている。寒河江川の沿岸部には大地・低地が

発達し、最上川との合流部では扇状地が形成されている。市

の最南部に位置する平塩丘陵と稲沢丘陵・寒河江段丘の間

を最上川が西から東へ蛇行しながら流れ、右岸側にも段丘

を形成している。さらに、市の南東部では、最上川が東南東

から北北東へと流れを変え、本楯低地・氾濫原を形成したの

ちに寒河江川と合流している。 

  山形県の気候は、亜寒帯湿潤気候に属し、裏日本気候域雪国気候区に分類される。このなかで当

市は内陸型気候の特徴を有し、夏季と冬季、昼夜間における気温較差が大きいことが特徴である。

年間降水量は、年平均１２２６．８mm（平成３１年～令和５年）と比較的少なく、村山盆地内では

降雪量も少ない傾向にある。しかし、山間部と平地では降雪状況に大きな差が見られる。風向きは、

地形的影響を受け、年間を通じて北西又は北東の風が多く吹く傾向にある。 

 

２）想定される地域の災害等リスク 

【洪水：ハザードマップ】 

  当市のハザードマップによると、河川氾濫の危険性が認められるのは、最上川沿岸・寒河江川沿

岸、寒河江・寒河江南部・西根地区の後背湿地・低地・扇状地、醍醐・三泉地区の低地・扇状地、

柴橋地区の最上川左岸、熊野川・実沢川・田沢川の谷底低地である。最上川沿岸・寒河江川沿岸の

堤外地・河川敷は、最も危険度が高く、そのほとんどは樹園地・畑地・河畔林に利用されており、

人家は分布していないが、河川敷に多目的広場が整備されている。 

 

 【土砂災害：ハザードマップ】 

  斜面崩壊の危険性が高いのは山地、丘陵地縁辺部のがけ、段丘がけ等の斜面である。 

白岩地区では、上野・梺・中町・新町・陣が峰・楯地内の丘陵地縁辺部のがけ、段丘がけ等、一

般国道４５８号（一般国道１１２号と幸生の区間）、醍醐地区では、慈恩寺地内の段丘がけ・丘陵地

縁辺斜面、田代地内の段丘がけに危険度の高い斜面が見られる。 

 高松地区では、谷沢・清助新田地内の寒河江川河岸のがけ部の危険性が高く、集落は河岸沿いに

分布しているので配慮が必要である。柴橋地区は、下中郷地内の段丘がけ、上中郷地内の最上川河

岸のがけの危険度が高い。 

 地すべりの危険性が高いのは白岩・醍醐地区の山地・丘陵地や柴橋・高松地区の丘陵地である。
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また、白岩・醍醐地区の山地・丘陵地や柴橋・高松地区の丘陵地で土石流の危険性が認められる。 

 

 【寒河江市防災マップ（浸水想定エリアマップ）】 

 

 

【地震：Ｊ－ＳＨＩＳ】 

  最上川氾濫原、本楯低地、寒河江川扇状地末端では沖積層が厚いため、地震動の危険が高い。寒

河江・寒河江南部・西根・三泉地区が該当し、寒河江市街の中心部を境にして東側の区域で地震動

危険度が高い。また、最上川氾濫原の後背湿地（主に水田）、最上川・寒河江川沿いの旧河道・堤外

地、低地上の盛土で液状化の危険度が高い。 

  近年は、特に、県内４つの断層帯を震源域とする内陸型地震等の危険性が指摘され、これらに関

する被害想定が公表されている。本市については、県の調査により被害想定がなされ、「山形盆地断

層帯被害調査」（平成１４年）などにより、甚大な被害予測が報告されている。 

  地震ハザードステーションの防災地図によると、今後３０年間のうち震度６弱以上の地震が発生

する確率は４．６％、震度５強以上の地震が発生する確率は１７．７％と推定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震ハザードステーション J-SHIS より】 

 

【その他】 

当市では、これまでも数々の水害に見舞われてきた。近年では、令和２年７月２８日から２９日

にかけ記録的な雨量が観測され、最上川や寒河江川の本・支流で内水氾濫が生じ、市内各地で土砂

災害が発生。市全域１７か所に避難所を設置し、１，１８２人が避難するなど、道路・河川や農業
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等大きな被害を受けた。また、令和４年８月の豪雨でも最上川の水位が上昇し、南部地区に避難指

示を発令した。 

 

【感染症】 

  新型インフルエンザは、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返してい

る。また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的かつ

急速なまん延により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ

る。 

 

（２）商工業者の状況（令和３年経済センサス） 

  ■商工業者数    １，６８６人 

  ■小規模事業者数  １，２９２人 

業種 商工業者数 
小規模 

事業者数 
備考(立地状況等) 

農林漁業 １７ １４ 市内に広く分散している 

鉱業、採石業、砂利採取業 １ ０  

建設業 ２２２ ２０３ 市内に広く分散している 

製造業 ２０９ １５５ 寒河江地区に多い（寒河江中央工業団地に集中）  

電気・ガス・熱供給・水道業 ２ ２  

情報通信業 ５ ５ 市内に広く分散している 

運輸業、郵便業 ４０ ２３ 市内に広く分散している 

卸売業、小売業 ４３５ ２６５ 寒河江地区に多い 

金融業、保険業 ２２ １６ 寒河江地区に多い 

不動産業、物品賃借業 ６０ ５８ 市内に広く分散している 

学術研究、専門・技術サービス業 ６６ ５１ 市内に広く分散している 

宿泊業、飲食サービス業 ２４３ １９３ 寒河江地区に多い 

生活関連サービス業、娯楽業 ２３４ ２１２ 市内に広く分散している 

教育、学習支援業 ３３ ２８ 寒河江地区に多い 

医療、福祉 ２５ ２４ 寒河江地区に多い 

複合サービス業 ９ ６ 市内に広く分散している 

サービス業(他に分類されないもの) ６３ ３７ 市内に広く分散している 

 

（３）これまでの取組 

 １）当市の取組 

①寒河江市地域防災計画、寒河江市国土強靭化地域計画の策定 

②寒河江市防災マップの作成 

③災害時避難所運営マニュアルの作成 

④防災行政無線の設置 

⑤ＳＮＳや、市公式アプリ「寒河江ぽけっとナビ」を利用しての災害情報や防災情報等の発信 

  ⑥寒河江市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

 

 ２）当会の取組 

  ①事業者ＢＣＰに関する国・県の施策等の周知 

②事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 

③損害保険への加入促進 

  ④寒河江市が実施する防災訓練への参加及び協力 
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Ⅱ 課題 

 １）事業者ＢＣＰの策定が進んでいない 

株式会社帝国データバンク「事業継続計画（ＢＣＰ）に対する企業の意識調査（2025 年 5 月）」

によると、全国でのＢＣＰ策定率は 20.4％で、山形県では 21.5％と全国平均より若干上回って

いるものの依然として低い状況。策定していない理由は、「策定に必要なスキル・ノウハウがな

い」が最も多く、次いで「策定する時間を確保できない」「策定する人材を確保できない」となっ

ており、人員・人材不足も大きな要因となっている。 

管内事業所においても、既にＢＣＰを策定している事業者は、製造業者、建設業者、運輸業者

などであり、どの業種・業態においても、その事業者はごく一部に限られている。規模別では、

小規模事業者のほとんどは策定していない現状にある。 

 ２）策定支援のスキル不足 

平時・緊急時の対応を推進するノウハウを持った人員、保険・共済に対する助言を行える人員

が不足しており、感染症対策も含めリスクファイナンス対策として保険の必要性を周知するなど

の観点からも、専門知識やノウハウを持つ専門家や損保会社等との連携が必要である。 

 ３）応急対策に関する市と商工団体の連携体制が整っていない 

現状では、それぞれ事前対策や応急対策を行うことになっているが、連携・協力体制が具体化

されていない。 

 ４）新型感染症に対する行動計画が不十分 

   「寒河江市新型インフルエンザ等対策行動計画」により行動計画を示しているものの現状まだ

不十分であるため、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不良者を

出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リスクファ

イナンス対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

 

Ⅲ 目標 

  

１）管内小規模事業者へのＢＣＰ策定支援の強化 

災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するとともに、専門家や損保会社等との連携

による個別支援の体制を構築し、山形県提供の簡易版フォームをはじめとした小規模事業者向け

のＢＣＰ策定ツールを活用し、小規模事業者のＢＣＰ策定支援を強化する。 

 ２）職員の策定支援スキルの向上 

災害発生後、速やかな復興支援が行えるよう、山形県商工会連合会等が主催する職員向け研修

会を活用して職員の支援スキルを向上させるとともに、支援マニュアルを策定する。 

３）被害の把握・報告ルートの確立 

発災時における連絡体制を円滑に行うため、当市、当会との間における被害情報報告、共有ル

ートを構築する。 

４）速やかな応急・復興支援を行うための連携体制の確立 

速やかな応急対応や復興支援策、域内における感染症発生時には迅速に拡大防止措置を行える

よう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。また、発災時における

連絡体制を円滑に行うため、当市、当会との間における被害情報報告ルートを構築する。 

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに山形県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

   当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 ＜１．事前の対策＞ 

   当市の地域防災計画、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、本計画との整合性を整理

し、自然災害発災時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取組めるようにする。 

 

１）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

〔巡回・窓口指導及び広報等による普及啓発〕 

・経営指導時にハザードマップ等を用いながら、それぞれの事業者の立地場所の自然災害等のリ

スク及びその影響を軽減するための取組や対策（休業への備え、水災補償等の損害保険・共済

加入、行政の支援策の活用等）について説明する。 

・会報「SHOKO さがえ」や市広報、商工会ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク

対策の必要性、損害保険や生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰ策定に積極的に取組む

事業者の紹介等を行う。 

・小規模事業者に対し、「山形県版ＢＣＰモデル」を支援ツールとして活用し、事業者ＢＣＰ(簡

易的計画含む)の策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助

言を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策

の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染症拡大防止策等について事

業者への周知を行うとともに、感染症の拡大が事業に与える影響（従業員不足、売上減少、固

定費負担増加等）を軽減するため対策や今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴやテレワーク

環境を整備するための情報や支援策を提供する。 

 

〔職員の支援スキルの向上〕 

・事業継続計画の策定支援に必要となる知識を全国商工会連合会が提供する「経営指導員ＷＥＢ

研修」を受講することで習得する。 

・損保会社等と連携し、職員向けの勉強会を通して経営指導員等が損害保険や共済などの内容を

習熟させ、計画実施支援に必要となる知識、スキルを習得する。 

 

〔リスク管理のチェックとリスク軽減策の提案〕 

・会員巡回において、経営リスクの現状把握と現状の備えに 

ついてヒアリングやチェックシートなどを用いて認知度を 

高めていく。 

・全国商工会連合会作成の「リスク管理チェックシート」を 

活用し、マンパワー不足の小規模事業者が多岐にわたる経 

営リスクを簡易的に把握し、事業者自身が事業環境の変化 

に対応しながらリスク軽減への取組を行えるよう提案する。 

・備えができていないリスク軽減のために必要となる損害保 

険等の紹介や見直しに係る相談を実施する。 
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２）商工会自身の事業継続計画の作成 

  ・「寒河江市商工会事業継続計画」を策定済み。（令和７年４月改訂） 

 

３）関係団体等との連携 

・職員向け研修会をはじめＢＣＰ策定セミナーや個別支援について、連携する損保会社等に専門

家の派遣を依頼し協力を求める。また、関係機関への普及啓発ポスターの掲示やリーフレット

等の備え付けを依頼する。 

 ・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種

保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 

 

４）事業者ＢＣＰ策定のフォローアップ 

・管内小規模事業者のＢＣＰ策定の取組状況を把握、毎年度、策定の有無・内容等についてデー

タベース化するとともに、計画更新が的確に行われているかどうかフォローアップを行う。 

・寒河江市関係課と当会の連携により、状況確認や改善点等について協議する。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（マグニチュード７.０の地震）が発生したと仮定し、当市との連絡ルートの確認等を

行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

＜２．発災後の対策＞ 

・自然災害等発災時には、人命救助を第一として、そのうえで下記の手順で地区内の被害状況を

把握し、関係機関へ連絡する。 

１）応急対策の実施可否の確認 

・安否確認の際、「本人・家族の被災状況」、「近隣の家屋被害や道路状況などの大まかな被害状

況」、「業務従事の可否」について可能な限り情報を収集する。 

【安否確認の対象と目安時間】 

団体名 対象と目安時間 

寒河江市商工推進課 職員 発災後１時間以内に緊急連絡網（携帯電話）にて確認 

寒河江市商工会 

職員 発災後１時間以内にＬＩＮＥグループ機能にて確認 

三役 ３時間以内に携帯電話・Ｅメールにて確認 

役員 １日以内に携帯電話にて確認 

会員 ２日以内に役員を通じ地区毎の会員安否を確認 

 

【安否確認結果の連絡窓口】 

団体名 
安否確認結果の連絡窓口 

報告する団体等 
第１順位 第２順位 

寒河江市商工推進課 課長 課長補佐 
山形県商業振興・経営

支援課 

寒河江市商工会 事務局長 統括課長 寒河江市商工推進課 

 

〔感染症への対応〕 

  ・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・うが

い等の徹底を行う。 

  ・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊急事

態宣言」が出た場合は、寒河江市における感染症対策本部設置に基づき当会による感染症対策

を行う。 
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 ２）応急対策の方針決定 

安否確認や大まかな被害状況等を把握、共有した時点において、当市（商工推進課長）と当会

（事務局長）との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対応の方針を決める。 但し、職員自身

の目視で命の危険を感じる状況の場合は、出勤せず、職員自身がまず安全確保をし、警報解除後

の出勤とする。 

 

  【被害規模の目安と応急対応の内容】 

被害規模 被害の状況 応急対応の内容 

大規模な被害がある 

1.地区内の 10％程度の事業所で「屋根

や看板が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」

等の被害が発生している。 

2.地区内の 1％程度の事業所で「床上

浸水」「建物の全壊・半壊」等、大き

な被害が発生している。 

3.被害が見込まれる地域において連絡

が取れない。もしくは、交通網が遮

断されており、確認ができない。 

①応急相談窓口の設置、相

談業務 

②被害調査、経営課題の把 

 握 

③支援施策の立案、実行 

被害がある 

1.地区内の 1％程度の事業所で「屋根

や看板が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」

等の被害が発生している。 

2.地区内の 0.1 ％程度の事業所で「床

上浸水」「建物の全壊・半壊」等、大

きな被害が発生している。 

①応急相談 窓口の設置、

相談業務 

②被害調査、経営課題の把 

 握 

ほぼ被害がない 1.目立った被害の情報がない 特に行わない 

   ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

  【被害情報等共有間隔】 

期間 情報共有の間隔 

発災～1 週間以内 １日に３回（９時、12 時、16 時）共有する 

２週間以内 １日に２回（ 11 時、16 時）共有する 

１ヶ月以内 １日に１回（16 時）共有する 

１ヶ月超 新たに被害情報を把握した際に共有する 

 

【感染症に係る対策】 

   当市で取りまとめた「寒河江市新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報の

把握と発信を行うとともに、交代勤務を導入するなど体制維持に向けた対策を実施する。 

  

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

  １）自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に

行うことができる仕組みを構築するとともに、自然災害による二次被害を防止するため、被災

地域での活動を行うことについて決める。 

  ２）当会と当市は自然災害による被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の

算定方法について、あらかじめ確認しておく。 

  ３）当会と当市が共有した情報を、山形県の指定する方法にて当会又は当市より山形県へ報告す

る。 

  ４）感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、当会と当市が共有した情報

を山形県の指定する方法にて当会又は当市より山形県へ報告する。 
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【指揮命令・連絡体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜４．応急対応時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

 １）特別相談窓口の開設 

当会は、当市と協議のうえ、安全性が確認された場所において、特別相談窓口を開設する。また、

国や山形県、山形県商工会連合会からの要請があった場合においても特別相談窓口を設置すること

とする。 

感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支援

策や相談窓口の開設等を行う。 

 

２）地域内小規模事業者等の被害状況確認 

災害発生後の時間経過とともに、必要とされる調査等を円滑に実施することとする。 

  【時間経過とともに必要となる被害調査等】 

段階 時間経過 被害調査の内容 確認の方法 

１ 
発災直後 

～２日程度 

安否・人的被害の確認調査 

（生存・行方不明・負傷者 ） 

役職員を対象にＬＩＮ

Ｅ、Ｅメール、携帯電話 

大まかな被害の確認調査 

（職員参集可否・居住地周辺被害状況） 

役職員や被災地区の事業

者を中心として携帯電話 

等による聞き取り 

２ 
安全確認後 

～７日程度 

直接被害の確認調査 

（非住宅被害・商工被害） 

間接被害の大まかな確認調査 

（再開可否・商品原材料調達状況、風評 

等） 

地域内小規模事業者を対

象に巡回訪問による聞き

取り 

３ 
発災３日後 

～14 日程度 

経営課題の把握調査 

（事業再開・資金繰り・保険請求手続き

等） 

地域内小規模事業者を対

象に巡回訪問・窓口相談 

による聞き取り 間接被害の確認調査 

（売上減、経費増、風評被害等） 

 

山形県 

東

北

経

済

産

業

局

等 

寒河江市商工会 

寒河江市 

山形県商工会連合会 
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 ３）被災事業者施策の周知 

応急時に有効な被災事業者施策（国・県・市等の施策）について、巡回訪問をはじめとして、会

報、ホームページ、説明会等により地域内小規模事業者等へ周知する。 

 

＜５．地域内小規模事業者に対する復興支援＞ 

１）山形県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

２）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等

を山形県等に相談する。 

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに山形県へ報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 

          寒河江市商工会       連携       連携 

                               

                        連絡       確認 

                        調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：國分  崇 （連絡先は（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

    ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

   ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

   ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

寒河江市商工会 

  〒991-8555 山形県寒河江市中央１丁目８番３８号 

      TEL:0237-86-1211 FAX:0237-86-7526  

E-mail：sagae@shokokai-yamagata.or.jp 

 

②関係市町村 

  寒河江市商工推進課 

 〒991-8601 山形県寒河江市中央１丁目９番４５号 

TEL:0237-85-1492 FAX:0237-86-7220 

     E-mail：scis@city.sagae.yamagata.jp 

 

 ※上記内容に変更が生じた場合は、速やかに山形県へ報告する。 

 

 

寒河江市 

商工推進課 

法定経営指導員 １名 

広域経営指導員【県独自制度】１名 

経営指導員   ２名 

経営支援員    ３名 

事務局長 

寒河江市 

防災危機管理課 

健康増進課 

（感染症） 



- 11 - 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

必要な資金の額 650 650 650 650 650 

 

1.専門家派遣費 

 

2.セミナー開催費 

 

3.パンフ・チラシ作成費 

 

4.防災・感染症対策費 

 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、手数料収入、事業収入等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 


